
医 薬 品 、 医 療 機 器 等 の 品 質 、 有 効 性 及 び 安 全 性 の 確 保 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 七 年 福 岡 県 規 則 第 二 十 九 号 ）

の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 改  正 案  現  行 

（ 薬 局 開 設 者 に よ る 薬 局 に 関 す る 情 報 の 報 告 ） （ 薬 局 開 設 者 に よ る 薬 局 に 関 す る 情 報 の 報 告 ） 

第 五 条 法 第 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 薬 局 に 関 す る 情 報 の

報 告 は         、 毎 年 一 回 、 一 月 一 日 か ら 三 月 三

十 一 日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 新 た に 薬 局 を

開 設 し た 者 は 、 同 項 の 規 定 に よ る 薬 局 に 関 す る 情 報 の 報 告 を

速 や か に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

第 五 条 法 第 八 条 の 二 第 一 項 の 規 定 に よ る 薬 局 に 関 す る 情 報 の

報 告 は 、 様 式 第 六 号 に よ り 、 毎 年 一 回 、 一 月 一 日 か ら 三 月 三

十 一 日 ま で に 行 わ な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 新 た に 薬 局 を

開 設 し た 者 は 、 同 項 の 規 定 に よ る 薬 局 に 関 す る 情 報 の 報 告 を

速 や か に 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

２ 省 令 第 十 一 条 の 二 の 規 定 に よ る 知 事 が 定 め る 方 法 は 、 様 式

第 六 号 に よ る 報 告 書 の 提 出 と す る 。  

２ 法 第 八 条 の 二 第 二 項 の 規 定 に よ る 薬 局 に 関 す る 情 報 の 変 更

の 報 告 は 、 前 項 の 様 式 に よ り 速 や か に 行 わ な け れ ば な ら な い

。  

 


